
様式第６号 

 大崎生涯学習センタープラネタリウム観覧料減免申請書 

観覧年月日   平成    年  月  日 （  曜日） 

投 映 回   第  回 （ 午 前 ・ 午 後   時  分 ～ ） 

減  免 
 

人  数 

      一般・大学生  （   人） 

      高 校 生        （   人） 

      小 ・ 中 学生        （   人） 

      合    計  （   人） 

減 免 理 由  

１ 大崎管内の小中学校、幼稚園、保育園の児童、生徒等及び引率 
  する教職員が教育・保育上の目的のため観覧する。 
２ 身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人が 
  観覧する。 
３ 療育手帳の交付を受けている者及びその介護人が観覧する。 
４ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び介護人が 

観覧する。 
５ 関係市町に所在する県立・私立の中学校，幼稚園，保育所の生徒 

及び引率する教職員が教育・保育上の目的のため観覧する。 
６ その他（                       ） 

観  覧  料  
観 覧 料  減 免 額  差引観覧料  

          円           円         円 

 
  上記のとおり、大崎生涯学習センタープラネタリウム観覧料の減免を申請します。 
 
                               平成   年  月  日 
 大崎地域広域行政事務組合管理者                  様 
 
                   団 体 名                 
 
                   申請者氏名                 
 
                   住   所                 
 
                   電 話 番 号                      

備    考  

 

決  裁 
管 理 者     教 育 長     教育次長 総務課長 課長補佐 係 長 係 員 

       

 上記のことについて申請のとおり承認し、減免してはいかがですか。 

 減免理由 施行規則第 13 条第１項第（１号･２号･３号･４号･５号･６号）に該当 



様式第７号 

 大崎生涯学習センタープラネタリウム観覧料減免承認書 

観覧年月日   平成    年  月  日 （  曜日） 

投 映 回   第  回 （ 午 前 ・ 午 後   時  分 ～ ） 

減  免 
 

人  数 

      一般・大学生  （   人） 

      高 校 生        （   人） 

      小 ・ 中 学生        （   人） 

      合    計  （   人） 

観  覧  料              円 

減 免 す る 額              円 

納 付 す る 額                円 
 
 
 
 
 
 
 
  平成   年  月  日付申請のあった大崎生涯学習センタープラネタリウム観 

 覧料の減免について大崎生涯学習センター条例施行規則第１３条第１項第（１号・  

 ２号・３号・４号・５号・６号）によりこれを上記のとおり減免いたします。 

 
 
                              平成   年  月  日 
 
 
 申請者             様 
 
 
                    大崎地域広域行政事務組合管理者                
                     
 
 
 

 
 


